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岡山県スキー連盟規約  

昭和 56 年 6 月 28 日施行 

平成 2 年 12 月 2 日改正 

平成 3 年 12 月 7 日改正 

平成 18 年 3 月 26 日改正 

平成 19 年 11 月 23 日改正 

平成 22 年 7 月 25 日改正 

平成 22 年 11 月 28 日改正 

平成 27 年 7 月 26 日改正 

令和 3 年 5 月 17 日改正 

第１章 名  称 

 

第１条 本連盟は，岡山県スキー連盟（以下「連盟」という。）と称する。  

 

第２章 事 務 所 

 

第２条 本連盟は，事務局を岡山市に置く。  

 

第３章 目的・組織 

 

第３条 連盟は，公益財団法人全日本スキー連盟に加盟し，岡山県下のスキー及びスノーボードによるス

ポーツ（以下，これらを「スキー」という。）界を統括し，競技及びスキー技術の普及発展を図り，あわ

せて第４条に規定する所属団体相互の連携を図ることを目的とする。 

第４条 連盟は，岡山県下におけるアマチュアスキー団体を以って組織する。（以下，連盟を組織する団体

を「所属団体」という。）  

 

第４章 事  業 

 

第５条 連盟は次の事業を行う。  

（１）スキーに関する調査，研究及び指導奨励 

（２）スキーに関する各種競技会の開催及び競技者の育成・強化 

（３）前号までに掲げる外，スキーに関する必要な事項 

 

第５章 役  員 
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第６条  連盟は，次の役員（以下，「連盟役員」という。）を置く。 

（１）会  長  １名  （２）副 会 長  ３名以内  （３）評 議 員  所属団体 各１名 

（４）理 事 長  １名  （５）副理事長  ２名以内  （６）常任理事  若干名 

（７）理  事  ３０名以内（理事長,副理事長及び常任理事を含む。） 

（８）監  事  ２名 

２ 連盟役員は，公益財団法人全日本スキー連盟の登録会員でなければならない。 

第７条 会長及び副会長は，それぞれ別に定める役員選出委員会規程に定める役員選出委員会において候

補者を選出し，評議員会において決定する。 

２ 会長は，連盟を統括し，代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある場合にはその職務を代行する。 

第８条 評議員は，各所属団体がそれぞれ１名を選出する。  

２ 評議員会は評議員会を構成し，評議員会は，第 19条に規定する重要事項を決議する。 

３ 評議員は、第６条第１項第１号，第２号及び第４号から第８号までに規定する役員を兼任することは

できない。  

第９条 理事は，別に定める役員選出委員会規程に定める役員選出委員会において候補者を選出し，評議

員会において決定する。 

２ 前項の選出に規定する外，役員選出委員会において 10名以内の候補者を選出することができる。 

３ 理事は，評議員会の決議に従ってその会務を行う。 

第 10 条 常任理事は，理事が互選する。 

２ 常任理事は，理事長を補佐し，日常の会務を行う。 

第 11 条 理事長及び副理事長は，それぞれ理事が互選する。 

２ 理事長は，理事会を統括し，会務を行う。 

３ 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故ある場合にはその職務を代行する。 

第 12 条 監事は，評議員会において決定する。 

２ 監事は，連盟の会計及び会務を監査する。 

３ 監事は，評議員会及び理事会に出席して，その監査報告を行い，関連意見を述べることができる。  

第 13 条 第６条に規定する役員の任期は，すべて２年間とする。ただし，再任を妨げない。 

第 14 条 補欠指名せられた第６条に規定する役員の任期は，その前任者の残存期間とする。 

 

第６章  顧問，参与，及び名誉会長 

 

第 15 条 顧問は，評議員会の決議を得て会長が委嘱する。 

２ 顧問は，連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。 

第 16 条 参与は，理事会の決議を得て会長が委嘱する。 

２ 参与は，連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。 

第 17 条 名誉会長は，評議員会の決議を得て会長が委嘱する。 
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２ 名誉会長は，連盟の運営事項について評議員会及び理事会の諮問に応じる。 

第 18 条 第 15 条第１項，第 16 条第１項及び前条第１項にそれぞれ規定する顧問，参与及び名誉会長の任

期は，定めない。 

 

第７章  評議員会 

 

第 19 条 評議員会は、次の各号に定める事項を審議決定する。 

（１）役員の決定 

（２）事業計画及び事業報告並びに予算及び決算 

（３）規約の改廃 

（４）前号までに掲げる外，重要な議決事項 

第 20 条 評議員会は会長が招集し，年２回（春秋）開催する。ただし，次の各号にいずれかに該当する場

合には，その日から起算して 30 日以内の間に臨時評議員会の開催を要する。 

（１）会長が臨時評議員会の開催を必要と判断する場合 

（２）理事会又は常任理事会が臨時評議員会の開催を議決する場合 

（３）所属団体の３分の１以上の団体から，議案を示して臨時評議員会の開催請求がある場合 

２ 評議員会の議長は，評議員の中から選出する。 

３ 評議員会は，評議員定数の半数以上の出席（次の第１号に定める代理人及び第４号に定める委任状提

出者を含む。）を得て開催できる。 

（１）評議員が評議員会に出席できない場合には，その所属団体の評議員が，公益財団法人全日本スキー

連盟の登録会員である当該所属団体構成員の内から１名の代理人（以下「代理人」という。）を指名し，

出席させることができる。ただし，連盟役員を指名することはできない。 

（２）代理人は，評議員会における発言権及び議決権を有する。 

（３）第１号に規定する代理人は評議員会の議長になることはできない。 

（４）評議員又は代理人が評議員会に出席できない場合には，議長あてに委任状を提出できる。 

４ 評議員会の議決は，その評議員会に出席した評議員と代理人の過半数の同意により決する。ただし，

賛否が同数となる場合には，議長が決する。 

５ 評議員会は，必要に応じ，第 15条第１項，第 17 条第１項又は第 34 条第１項に規定する顧問、名誉会

長又は専門委員会委員を招集し，諮問できる。 

 

第８章  理 事 会 

 

第 21 条 理事会は，第６条第１項第１号，第２号及び第４号から第８号までの役員（以下，これらを「理

事会役員」という。）をもって構成し，次の各号に定める会務を行う。 

（１）当面する業務の処理 

（２）評議員会決議事項の執行 
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事会役員」という。）をもって構成し，次の各号に定める会務を行う。 
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（３）規約，諸規程及びその他の決定事項の周知徹底 

（４）連盟に新規加盟をしようとする団体（以下「新規加盟団体」という。）の仮承認 

（５）専門委員会委員の選任 

（６）前号までに掲げる外，必要な事項 

第 22 条 理事会は，必要に応じ会長が招集し，理事長が議長となる。 

２ 理事会は，理事会役員数の３分の１以上の出席（次項に規定する委任状提出者を含む。）を得て開催で

きる。 

３ 理事会役員が理事会に出席できない場合には，議長あてに委任状を提出できる。 

４ 理事会の議決は，その理事会に出席した理事会役員の過半数の意見により決する。ただし、賛否が同

数となる場合には，議長が決する。 

５ 理事会は，必要に応じて参与，名誉会長又は専門委員会委員を招集し，諮問できる。 

 

第９章  常任理事会 

 

第 23 条 常任理事会は，第６条第１項第１号，第２号及び第４号から第６号までの役員をもって構成し，

常任会務を行う。  

２ 前項に規定する外，評議員会・理事会において負託を受けた業務を行う。 

第 24 条 常任理事会は，必要に応じ会長が招集し，理事長が議長となる。 

 

第 10章  所属団体 

 

第 25 条 次条に規定する手続きを経た加盟申請団体の加盟，第 27 条に規定する所属団体の任意脱退又は

第 28条に規定する所属団体の強制脱退若しくは会員の除名は，評議員会の決議による。 

（注）この加盟申請団体の加盟については，その申請時期と評議員会開催時期との関係から，当該団体の

活動に支障が生じないようにするため，第 21 条第４号の規定により，理事会における仮承認措置が講じ

られているものである。 

第 26 条 連盟に加盟しようとする団体は，次の各号に定める事項を明記した申込書に，別に定める入会金

を添え，会長あてに申し出る。 

（１）名 称 

（２）事務局所在地 

（３）活動を拠点とするブロック（備前，備中，美作，真庭各ブロック） 

（４）役員の役職名、氏名及び住所 

（５）規 約 

（６）会員数 

（７）連盟評議員の氏名 

第 27 条 連盟を脱退しようとする所属団体は，その理由を附し，その旨会長に申し出る。 
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第 28条 所属団体が連盟規約の規定に著しく違背することとなる場合，又は不都合な行為があると認めら

れる場合には，その所属団体を評議員会の決議を得て脱退させることができる。 

第 29 条 所属団体は，別に定める負担金を毎年，年度始めに納入しなければならない。 

２ 前項に規定する負担金の納入に合わせてその所属会員は，公益財団法人全日本スキー連盟登録規程に

定める会員登録をしなければならない。 

 

第 11章 会  計 

 

第 30 条 連盟は，次の各号に定める収入をもって運営する。 

（１）所属団体負担金 

（２）会員登録料 

（３）補助金，寄付金及び賛助会費 

（４）各事業収入（各種参加料，及び講習料等） 

第 31 条 本連盟の会計年度は，毎年 8月 1日に始まり，翌年 7月 31日に終わる。 

 

第 12章 規約の改廃 

 

第 32 条 規約の改廃は，評議委員会において，その評議員会に出席した評議員と代理人の３分の２以上の

同意により決する。 

 

第 13章 補  則 

 

第 33 条 連盟は，別に定める賛助会員設置規程の定めにより，賛助会員を置くことができる。  

第 34 条 連盟は，別に定める専門委員会規程の定めにより，必要に応じて専門委員会を設け，公益財団法

人全日本スキー連盟の登録会員である会員の内から，専門委員を任命することができる。 

第 35 条 連盟は，会長及び副会長並びに理事の選出について役員選出委員会を設ける。 

第 36 条 この連盟規約を施行する過程において，第７条第１項，第 33 条及び第 34 条にそれぞれ規定され

ている規程の外，細則又は規程などが必要と判断される場合には，第 19条第３号に規定する手続きを経

て，そのいずれか又はいずれをも定めることができる。 

 

附  則 

 

この改正規約は，令和３年５月１７日から施行する。 
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岡山県スキー連盟　役員名簿

会　長

末長　範彦
岡山スキークラブ

副 会 長

春名　謙次
ＮＴＴ岡山スキークラブ

副 会 長

中島　信二
阿新スキークラブ

理事長

牧野　浩也
岡山県高体連スキー部

副理事長

石原　元治
蒜山スキークラブ

副 会 長

山田　隆文
蒜山スキークラブ

常任理事

古矢　　久
三菱自工水島スキー山岳部

常任理事

森　　俊行
総社スキークラブ

常任理事

石田　光徳
旭化成スキークラブ

常任理事

西　　明彦
岡山県高体連スキー部

常任理事

杉山　茂美
上齋原スキークラブ

常任理事

能勢　和典
加茂町体育協会スキー部

常任理事

西江　智廣
ＮＴＴ岡山スキークラブ

常任理事

吉井　龍吾
ソロットスキークラブ

監　事

長畑　弘道
岡山県庁スキークラブ

監　事

前原　弘毅
スノーフレンドスキークラブ

常任理事

片山　輝幸
岡山県高体連スキー部
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理　事

中塚　雄祐
岡山教職員スキークラブ

理　事

田邉　純孝
阿新スキークラブ

理　事

田淵　聖訓
第２シーハイルスキークラブ

理　事

道満　哲典
岡山教職員スキークラブ

理　事

武田　哲明
玉島スキークラブ

理　事

山本　達也
Team M’s Racing

理　事

丸山　義則
蒜山スキークラブ

理　事

丸山　昭博
蒜山スキークラブ

理　事

村下　達也
上齋原スキークラブ

理　事

本守　竜二
蒜山スキークラブ

理　事

渡辺　陽介
岡山県中体連スキー部

理　事

上山　　修
真庭南スキークラブ

理　事

久保木美代子
ＪＲ岡山スキークラブ

理　事

川端　昌幸
津山スキークラブ

理　事

佐々木二朗
松下ビデオスキークラブ

理　事

岡㟢　好修
西大寺スキークラブ

理　事

杉　　一郎
阿新スキークラブ

理　事

長谷川賢也
阿新スキークラブ

理　事

古武　幹生
吉備スキークラブ



渡辺    明彦

名越    淑郎

久保田宗夫

富国    一臣

委 員 長

福島    将樹

 　山本　達也

顧　　問

 　藤木　弘美

 　秋田　栄子

佐々木二朗

評 議 員 会

理 事 会

常任理事会

総 務 本 部

本 部 長

競 技 本 部

＊片山　輝幸

監 事

長畑　弘道

副本部長

＊古矢　　久

顧　　問

本 部 長

＊能勢　和典

副本部長

（2025.8.1～2026.7.31）

＊石田　光徳

副本部長

本 部 長

2026･2027（R8・9）年度

（＊常任理事）

＊西江　智廣

前原　弘毅

片山輝幸，村下達也

部長 ： 丸山昭博，（ 入澤泰彦，永江知音，足立哲哉，田中　彰，石原研一朗，西山和宏 ）

部長 ： 長谷川賢也，（金田道弘 ，片山禎夫）

部長 ： 久保木美代子，佐々木二朗，古武幹夫，（ 加藤智章，長鉾裕子，横溝浩士 ）

部長 ： 中塚雄祐，（ 実原俊一，真名子圭介，神﨑大輔，池田弘典，藤井知幸，永江正幸，

部長 ：上山　修，田淵聖訓，川端昌幸，（ 牧野和明 ，稲岡　稔）
                            黒原吏子，山本丞済 ）

部長 ： 吉井龍吾，武田哲明，（ 内藤富佐子，福島林香，山本進，長鉾裕子）

委員 ： 

委員 ： （ 渡辺光治 ）
委 員 長 ：田邊純孝

（ 岡崎裕生 ）委員 ： ﾎﾟｲﾝﾄ管理小委員会

  山田四郎）

道満哲典，（山下貴史，池田達弥，小谷哲生，山田五郎，小谷貴子 ）

：山本達也

ｱ ﾙ ﾍ ﾟ ﾝ 小 委 員 会

委員 ： 

：（ 藤木直樹 ）

本守竜二，片山輝幸

副 委 員 長

：本守竜二

委員 ： 

福島雅志）

杉　一郎，渡辺陽介，岡﨑好修 ，（ 小椋潤二，

フリースタイル委員会扱い

担当理事：

担当理事：

ｱﾙﾍﾟﾝ強化委員会

能勢和典，杉山茂美

杉　一郎，西　明彦，丸山義則，（近藤次郎，藤沢雅彦，岡﨑裕生，常安　伸，安田従生，

ｱﾙﾍﾟﾝ強化委員会扱い

畑島紀昭，牧　宏紀，井竹和明，山下貴史，藤木直樹，池田光穂，

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ強化委員会

委員 ： 

片山輝幸，（ 木村俊弘，道祖宏昭，前原弘毅，

委 員 長 ：渡辺陽介

副 委 員 長

村下達也， （神谷園実，池田達弥，山田五郎，多久間　剛，前原弘毅，小林比呂，本守彩音，

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ小委員会

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ小委員会

スノーボード小委員

山田五郎，小谷貴子，林 光昭 ）

委員 ： 

委員 ： 

部長 ： 西　明彦，久保木美代子，山本達也，道満哲典，（ 矢野洋子，数乗　幸 ）

※　（　　）　内は専門委員

総 務 部

部長 ： 武田哲明，（ 矢野洋子 ）経 理 部

部長 ： 西江智廣，岡﨑好修 企 画 部

総 務 部

山田尚也，石田秀章，水野直明，石田　明，
坂根秀行，林　正和，浦山哲也，池田明喜，
古谷一成，福島雅志）

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ小委員会

技 術 運 営 委 員 会

担当理事： 丸山義則，杉　一郎，

委員 ： 

委 員 長 ：丸山義則

副 委 員 長 ：村下達也

担当理事：
末長  範彦

ス ノ ー ボ ー ド 部

理事長

＊森　　俊行

西　明彦，田邊純孝

教 育 本 部

顧 問

理事（備前地区）

＊石原　元治

上部団体・関連団体役職担当

◎ （公財）全日本ｽｷｰ連盟

総 務 委 員 古矢　 久

(女性活躍)ｱﾙﾍﾟﾝ委員会

理 事 長 森       俊行

相坂    秀和

〇 教育本部専門委員

＊西　　 明彦

山田　隆文 ＊吉井　龍吾

技 術 強 化 部

指 導 ・ 検 定 部

副 委 員 長 ：西　 明彦

◎

理 事

◎

名 誉 顧 問

春名　謙次 ＊牧野　浩也

副理事長

瀬島　栄史

久保田宗夫

会 長 副 会 長 理 事 長
安 全 対 策 部

計 算 委 員 会

ス ク ー ル 部

担当理事：

（ 山本隆久）

副 会 長

〇

中島　信二  　大西　昌晴

森       俊行評 議 員 牧野　浩也

牧野　浩也ｱﾙﾍﾟﾝ委員会 (大会運営)

＊杉山　茂美

クロスカントリー委員会 本守　竜二
顧 問

会 長

杉山　茂美

競技本部専門委員

西日本ｽｷｰ指導者会

＊西     明彦

セクレタリー

石原    元治

岡山県ｽｷｰ指導員会

理事（備南地区）

入澤　泰彦 ・ 永江　知音

森       秀暢

副 委 員 長

ﾌ ﾘ ｰ ｽ ﾀ ｲ ﾙ 委 員 会

副 委 員 長

担当理事： 杉山茂美

： 山本達也

：（ 山下貴史 ）

委 員 長

（2025.10月末日現在）

ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾊﾞｰ

ｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾊﾞｰ 黒原　吏子

本守　竜二

副部会長兼総務部長 西　　 明彦

：（ 橋本隆子 ）

谷口    誠一

ジュニア育成委員会

〇 教育本部技術員

杉　一郎
神﨑　大輔

マ ス タ ー ズ 委 員 会

担当理事： 渡辺陽介

委員 ： 

委 員 長

（ 牧　宏紀 ， 真田栄治 ）

：（ 常安　伸 ）

（ 橋本秀人，石井啓介，松川和寛 ）

副 委 員 長

委 員 長

真名子　圭介 ・ 古武幹生 ・ 黒原吏子

ノ ル デ ィ ッ ク 部 長

委員 ： 

：片山輝幸，（ 真田栄治 ）
理事（阿新地区）

理事（美作地区）

中塚　雄祐 ・ 実原俊一 ・ 加藤智章

◎ ＳＡＪ西日本ブロック協議会

〇 競技部会

春名　謙次評 議 員

芝崎    直人

部 会 長 牧野　浩也

監 事

顧 問 中島　信二

会 計

理事（真庭地区）

〇 教育部会

Ｓｋｉ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｏｋａｙａｍａ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ Ｃｈａｒｔ

岡 山 県 ｽ ｷ ｰ 連 盟 組 織 図
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